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Ⅰ 趣 旨 
この仕様書は、朝来市温水プール条例（以下「条例」という。）の定めるところによ

り、朝来市温水プール「エスポワ」（以下「温水プール」という。）の指定管理者（以

下「管理者」という。）が行う業務内容及び業務実施に関し必要な事項を定める。 
 

Ⅱ 管理に関する基本方針 
   温水プールの管理を行うにあたり、次に掲げる事項を遵守すること。 
  １ 温水プールの管理を行うにあたり、関係法令、条例及び施行規則を遵守し、市民

サービスの向上に努めること。 
  ２ 利用者の安全を第一とすること。 
  ３ 公の施設の管理を認識し、利用者の平等な利用が確保できるように努めること。 
  ４ 効率的な運営に努め、管理経費の節減に努めること。 
  ５ 個人情報の保護を徹底すること。 
  ６ ごみの減量、節電等環境に配慮した管理を行うこと。 
  ７ 近隣住民等と良好な関係を維持しながら管理を行うこと。 
 
Ⅲ 基本事項 
１ 施設の概要 

名 称   朝来市和田山温水プール「エスポワ」 
所在地   朝来市和田山町柳原１０４番地１ 

   構 造   鉄筋鉄骨コンクリート造 ２階建 
   建物延面積 １階 ２９８．０６㎡ 
         ２階 ９５７．１０㎡ 

施設内容  １階 ホール、ロビー、事務室、多目的ルーム、便所（男女）、機械

室 
          ２階 大プール（水深１．１ｍ～１．３ｍ、２５ｍ×１３ｍ、６コ

ース）、小プール（水深０．６ｍ）、ベンチコーナー、ギャラリ

ー、コーチ室、更衣室（男女）、便所（男女）、乾燥室（男女）、

シャワー室（男女）、足洗場シャワー、身障者更衣室・便所、

器具庫 
 
２ 開館時間等 
（１） 午前１０時００分～午後９時００分（日曜日は午後６時まで） 
（２） 管理者は、朝来市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の承認を得た場

合、開館時間を変更することができる。 
※ 上記の２項目は、教育委員会が求める最低要求基準であり、これらを超えるサ

ービスについては、提案項目とします。  
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３ 休館日 
（１） 月曜日 
（２） 年末年始（１２月２８日～１月３日） 
（３） 管理者は、教育委員会の承認を得た場合、臨時に休館日を定め、又は、休館

日に業務を行うことができる。  
※ 上記の３項目は、教育委員会が求める最低要求基準であり、これらを超えるサ

ービスについては、提案項目とします。 
 
４ 利用料金及び減免 
（１） 温水プールでは、利用料金制を採用するため、管理者は利用者が支払う利用

料金を自らの収入とすることができ、管理者は、市が条例で定める使用料の範

囲内で、市の承認を得て利用料金の額を設定するものとする。 
    なお、原則として、設定した利用料金は、指定期間内において変更できない

ものとし、利用料金は現行使用料金を上限とする。 
 
現行使用料（条例抜粋） 

１ 一般利用 
団体使用料 区分 使用料 回数券 月会員券 年会員券

20人以上

50人未満

50人以上

付記 

小人(中学
生以下) 

300円 3,000円 ― 18,000円 270円 240円

大人 500円 5,000円 ― 30,000円 450円 400円

老人(65歳
以上) 

300円 3,000円 ― 18,000円 270円 240円

(1) 使用料は1人1回
当たりの料金をい
う。 
(2) 1回の時間は、2
時間以内とする。 
(3) 障害者(児)は2分
の1とし、団体利用に
は適用しない。 
(4) 介護者は、無料と
する。 

(5) 回数券は11回利
用できるものとす
る。 
(6) 市が主催する行
事及び市内の保育
所、幼稚園、小学校
並びに中学校が、授
業又は保育（学校等
の行事を含む。）と
して利用する場合
は、無料とする。 
(7) 幼稚園児、小学校
及び中学校の児童生
徒が週休土曜日の午
前中に利用する場合
は無料とする。 
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２ 水泳教室 
区分 入会金 年会費 水泳教室 

(週1回) 
水泳教室 
(週2回) 

水泳教室 
(週3回) 

付記 

個人 1,000円 1,000円 4,200円 5,800円 7,000円

親子(二人
一組) 

1,000円 1,000円 6,000円 7,500円 ―

(1) 入会金は、入会時
のみ徴収する。 
(2) 年会費は、毎年4
月1日から翌年3月31
日までの間に係る額
で、月割等はしない。

(3) 各教室の料金は、
月額とする。 
(4) 年会費について
は、通年の水泳教室
のみ徴収する。 

備考 
 １ 「月額」とは、月の初日から月の末日までの使用料をいい、日割り計算はしない。 
 ２ 個人及び団体の使用料並びに水泳教室の使用料は、当該利用単位に満たない場合

であっても、当該利用単位どおり利用したものとみなし、使用料を返還しない。 
 
（２） 利用料金の減免は、条例及び規則に定められた基準に基づき行うものとする。

なお、減免による利用料金の減収については、指定管理費に当該減収分が見込

まれているものとし、教育委員会からの補填等の措置は行わないものとする。 
 
５ 指定期間 

    平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日（５年間） 
 
Ⅳ 管理者が行う業務 
   管理者は、指定管理業務（以下「業務」という。）を行うにあたり、施設責任者を置

き、教育委員会に報告するものとする。 
 
 １ 施設の管理に関する業務 
（１）利用案内及び受付に関すること 

利用者に対しては、公の施設であることを常に念頭におき、親切丁寧な応対を

心がけるとともに、利用者の平等な利用を確保し、障害者や高齢者等の来場に際

しては、必要に応じて介助・案内等を行うこととする。 
① 管内施設の案内及び受付等 
② 来館者及び見学者等への応対、電話等による問合せ、又は苦情等への対応 
③ 利用許可等に係る手続き 
④ 利用料金の徴収及び減免手続き 
⑤ 年会員券の作成 
⑥ 券売機による入場券、水着等の販売 
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⑦ 券売機の日計データの管理 
⑧ 券売機の保守 
⑨ 施設利用券のチェック、集計 
⑩ 災害時、緊急時の非難誘導 
⑪ その他施設利用に関する業務 

 
（２）水泳教室等の開催に関すること 

水泳教室等の企画・運営を行うこととする。 
   ① 年間計画書の策定・作成（新たな事業を積極的に提案いただきたい。） 
   ②  受講者への技術指導 
   ③  水泳教室等の開催にあたっては、業務実施計画書を教育委員会に提出し、承認

を得ること。 
    ④  教室開催時期及び時間帯については、一般利用者の妨げにならないように留意

すること。 
 

（３）学校のプールとしての利用に関すること 
   学校利用についてのスケジュール調整を行うこととする。 
① 学校体育授業としての利用 
② 和田山特別支援学校の「温水学習」としての利用 
※ ①②の指導は教師等とし、監視業務のみとなる 

     本事業については、開館時間を変更するものとし、利用料は無料とする。 
参考 平成１８年度学校利用集計表 

利 用 日 数 （日） 備      考 

 利 用 場 所 利 用 時 間 
５
月 

６
月 

７
月 

８
月 

９
月 

10
月

 

中学校 25ｍプール全コース 8:45~9:30  ５ ３    和田山中学校 

体育授業 

中学校 25ｍプール全コース 9:45~10:30  ４ １    和田山中学校 

温水学習 
特別支援 

学  校 
25ｍプール全コース 9:30~11:30 ２ ２ ２  １ １ 和田山特別支援学校 

 
（４）会員管理に関すること 
①  会員の入会・退会及び各種変更手続き 
② 会員及び定期利用者の名簿作成及び管理 
③  会員の口座振替手続き 
④  会員カードの作成及び発行 
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（５） 駐車場等の運営管理に関すること 
① 施設内での利用車両及び歩行者に対する適切な誘導整理 
② 待機車両が発生した場合、一般車両及び歩行者等への影響が生じないような誘

導整理 
 

（６）利用促進に関すること 
①  利用促進するための広告宣伝 

ア インターネットホームページ 
イ 施設案内リーフレット 
ウ 各種情報を掲載したチラシ、ポスター等 

② 利用料・利用人数等の集計及び報告 
③ 物品の販売促進 
④  福利厚生諸団体との利用促進契約（公立学校共済組合） 
⑤  従業員の指導・研修（ＩＳＯ研修、接遇研修等） 
⑥  業務日誌・管理日誌の報告 

 
 

（７）施設の監視に関すること 
       常に施設全体の管理について注意を払い、施設の監視体制の把握と調整を行

うとともに、監視あるいはパトロールを行うことにより、館内の状況把握及び

利用者の安全の確保を図ること。 
       また、事故発生時においては、監視員に対して救助作業の適切な指示をする

とともに、他の利用者の誘導や場内指令、責任者への連絡を行うこと。 
① 施設及び利用者の状況を監視すること。 
② 混雑状態や水温、室温、水質変化等に応じてプール利用及び注意事項の放送 

を行うこと。 
③ 溺者等の救護を必要とする者の早期発見や救助を行い、利用者の事故防止に

努めること。 
④ 十分救助活動可能な泳力を有する担当者を配置すること。 
⑤ あらかじめ巡視経路を定めて、事故を未然に防ぐことを重点に置くとともに      
不審者の発見に心がけること。 
⑥ 快適に利用できる環境の維持を図るため、利用者に対してマナー等を守る旨

の働きかけを行うこと。 
⑦ 泳力があり、心肺蘇生法ができ、業務に精通した者を従事させること。 
⑧ 普通救命救急講習又はそれに準ずる講習を、年１回以上全員受講させること。 
⑨ 監視及び巡視業務従事者は、満 18歳以上の健康な者とする。 

 
（８）遺失物・拾得物の処置等に関すること 



 9

     施設内で、遺失物・拾得物を発見した場合は、朝来市遺失物等事務処理要領等

関係法令に従い、処理すること。 
 
２ 施設・設備の維持管理に関する業務 
（１） 施設の保守、管理及び修繕に関すること。 
     施設を適正に維持管理するために、日常的に点検を行い、仕上げ材等の浮

き、ひび割れ、はがれ、カビ等が発生しない状態を維持し、かつ美観を維持

するものとする。 
① 小規模修繕は管理者が行う。 
② 小規模修繕の範囲を超える修繕の場合は、教育委員会と協議するものとする。 
③ 建築物等の不具合を発見した際は、速やかに教育委員会に報告するものとす

る。 
 

（２） 設備機器の運転・保守・管理に関すること 
① 各設備に対して、関係法令に従い、定期的に点検及び整備を行うこと。 
② 必要な消耗品の更新についても、管理者の負担により随時行うこと。 
③ 点検及び正常に機能しない場合の対応等について、適切に記録を残すこと。 
④  環境保全の観点から、資源の節約に努めるとともに、各整備機器の特性等を

把握し、適性かつ効率的な運転操作及び良好な保守管理に努め、施設の管理に

支障のないよう行うものとする。 
⑤  設備機器の保安については、施設の業務終了後に施設全体を巡回し、必要箇

所の施錠及び火気の有無を確認することを含め、防犯や防災に気を配り、施設

全体の保安を行うものとする。 
⑥ 各号の保守点検は、各々専門業者によるものとする。 
⑦ 保守点検等実施後は、教育委員会に結果報告書を提出するものとする。 
⑧ 長期保守計画を作成し、教育委員会に提出するものとする。 
 

（３） 立会いに関すること 
     各種法令等に基づいて行われる官公庁立入り検査に立会い、指摘される事

項について処理を行うとともに、質問、指摘等に対し的確に対応すること。 
     また、修理、改良工事等の場合は、教育委員会と協議の上、専門業者等の

立会い、作業内容の把握、異常の発生防止、不都合の早期発見に努めること。 
 
（４） 備品の管理に関すること。 
     施設で行う業務や利用に支障をきたさないよう、既設備品の維持管理を行

うものとする。 
備品の管理は、教育委員会の基準に準じて備品台帳を作成し、適正な管理

を行うものとする。 
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※  添付資料１ 備品一覧を参照 
 
（５） プール施設の水質管理に関すること。 
    管理者は、関係法令に基づき、定期的に水質検査等を行うとともに、適切に

プールの水質管理を行うこと。 
 
（６） 施設の安全管理業務に関すること。 
    管理者は、施設の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して利用

できる環境を確保するため、施設の安全管理業務を次のとおり定める。 
① 施設及び施設利用者の安全を確保するため、巡回警備等を行うこと。 
② 事故発見時の拡大防止処置と通報・連絡を行うこと。 
③  敷地内の徘徊者・不審者・潜伏者等の発見時おける関係先への通報・連絡を

行うこと。 
④ 利用者の安全を確保するため、防火管理の有資格者を常置すること。 
⑤ 火災発見時の初期消火・拡大防止処置と通報・連絡・避難誘導すること。 
⑥  火気取締責任者を定めて火災予防に努めるとともに、消防計画を作成し管轄

の消防署に届け出るとともに、これに基づき消防訓練を年１回以上行うこと。 
⑦  消防法第 17 条の３の３及びこれに基づく政令等を遵守し、有資格者により、
必要な点検及び報告書の作成を行い、報告すること。 

⑧ 非常事態発生時の通報・連絡・避難誘導に関すること。 
⑨ その他必要な警備に伴う業務に関すること。 
 

（７） 施設の清掃に関すること。 
施設及び敷地内の日常清掃及び床、窓ガラス等の定期清掃を行い、良好な

環境衛生の維持と健全の保全に努めるものとする。 
① 日常清掃の範囲 

管理者は、日常的に清掃を行い、施設、備品、器具等が常に清潔な状態に

保たれるようにすること。清掃回数等は、管理者が利用頻度に応じて、適切

に設定すること。 
       特に、シャワー室、便所等の水周りについては、衛生等について留意する

こと。 
② 定期清掃の実施 
   管理者は、日常清掃では実施しにくい清掃等を行うため、必要に応じて定

期清掃を実施すること。 
③ 植栽等の維持管理に関すること。 

施設の景観を保持するため、温水プール敷地内の植栽等の管理、除草作業

等を行うこと。 
（ア） 指定期間内に植栽が枯損した場合は、復元を行うこと。 
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（イ） 業務の実施にあたっては、施設の利用に影響のないように留意する

こと。 
④ 環境衛生管理に関すること 

施設利用者が快適に施設を利用できる環境を提供するために、常に施設内

及び敷地内の適切な環境維持に努めることとする。 
業務にあたっては、建物の使用目的、使用内容等を十分に把握するとともに、

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関係法規を遵守する

こと。 
⑤ 廃棄物処理に関すること 

施設から発生する廃棄物の量を抑制するとともに、処理業者による適切な

処理のみならず、適切な分別や回収ルートを構築するなど、可能な限り資源

化していく取組を推進すること。 
 
 ３ その他の業務 
（１） 計画書及び収支計画書に関すること 

管理者は、毎年度８月末までに、次年度の事業計画書及び収支計画書を作成し、

教育委員会に提出すること。 
 
（２） 事業報告書及び自己評価表の作成に関すること 

管理者は、当該事業年度末の翌月までに事業報告書を作成し、また、利用実

績等の分析を行い、自己評価表を作成し、事業報告書と同時に教育委員会に提

出すること。 
      事業報告書の内容は、次のとおりとする。 

① 月次事業報告書 
利用実績（利用者数・利用件数・各種収支・教室参加数・利用料金収入等） 

② 四半期事業報告書 
 ア 利用実績（利用者数・利用件数・各種収支・教室参加数・利用料金収

入等） 
 イ 管理業務の実施状況 
 ウ 利用状況分析報告書等 

 ③ 年間事業報告書 
ア 利用実績（利用者数・利用件数・各種収支・教室参加数・利用料金収

入等） 
 イ 管理業務の実施状況 
 ウ 利用状況分析報告書等 

       エ 収支決算書 
       オ 自己評価表 

④ 指定期間終了後事業報告書 
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事業総括報告書 
 

（３） 文書及び帳簿書類等の作成に関すること 
管理者は、教育委員会からの要請により、文書及び帳簿書類等を提出するこ

と。 
 

（４） 各種資料の作成に関すること 
管理者は、教育委員会からの要請により、各種資料を作成し提出すること。 

   
（５） 市の施策への協力に関すること 

管理者は、市の施策・事業には積極的に協力すること。 
 
（６） 関連機関との連絡調整に関すること 

管理者は、業務を推進するにあたり、必要が生じた場合には、教育委員会又

は関係機関との調整をはかること。 
 
 
（７） 業務にかかる研修・会議への参加に関すること 
    管理者は、教育委員会から要請があった場合は、研修・会議等への出席する

ものとする。その費用については、管理者の負担とする。 
 
（８） 近隣地域・利用者からの要望等への対応に関すること 

近隣地域・利用者からの要望等に対しては、丁重に対応し、運営に反映する

よう努力すること。また、要望等の内容及び対応の結果について、教育委員会

へ報告するとともに、必要に応じて、要望者に対して回答するものとする。 
 
（９） 文書等の管理保存に関すること 
     管理者が管理業務に伴い作成し、又は受領する文書等（電子媒体を含む。）

は適正に管理・保存すること。なお、指定管理期間終了時においての文書等

の帰属については、教育委員会と協議するものとする。 
 
（１０）引継ぎ業務に関すること 
     管理者は、指定管理期間の終了若しくは指定が取り消された場合には、次

期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の業務を遂行できるよう引継ぎを行

なうこととする。 
 
４ 施設等における事故 
（１） 管理者の責に帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合は、管
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理者がその損害を賠償するものとする。 
（２） 施設等において、事故が発生した場合に備えて、管理者は、あらかじめ事故

対応マニュアルを作成するとともに、事故発生時には、直ちに教育委員会へ報

告するものとする。 
（３） 事故発生等に伴う対応及び対外的な広報等については、教育委員会と協議し

て行うものとする。 
（４）管理者は教育委員会と協議の上、損害賠償責任保険に加入するものとする。 

 
Ⅴ 自主事業として行うことができる業務 
  

1 水泳教室等事業 
管理者は、教育委員会の承認を得て、自主事業としての水泳教室等を企画し、料金

を徴収することができる。 
 

２ 物品販売事業等 
管理者は、利用者サービスの観点から、物品の販売、又は自動販売機を設置するこ

とができる。 
(ア) 業務の内容 

① 物品等のメニュー及び料金等は、教育委員会に承認を得た上で、管理者が定

めるものとする。 
② 運営に起因して生じた事故若しくは苦情等は、管理者の責任において解決す

ること。 
③ 営業に伴う光熱水費は、管理者の負担とする。 
 

(イ)  物品等の自動販売機の設置について 
管理者は、物品等の自動販売機の設置等にあたっては、朝来市行政財産目的外

使用料の額を定める規則に定める使用料を収めなければならない。 
 
Ⅵ 個人情報の保護 
   「個人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、管理者は指定管理業務を行うにあ

たって個人情報を取り扱うときは、十分留意し、情報に漏洩、滅失及びその他個人情

報の適切な管理に努め、個人情報を保護するために、施設従事者等に対し研修等を行

うなど必要な措置を講じることとする。 
 
Ⅶ 情報の公開 
   管理者が指定管理業務を行うにあたり、作成または取得した文書等については、朝

来市情報公開条例が適用されるので、適正な情報公開に努める。 
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Ⅷ 環境への配慮 
   管理者は、次に掲げる項目による環境に配慮した業務の実施につとめなければなら

ない。 
  １ 環境に配慮した商品等の購入を推進し、また、廃棄にあたっては、資源の有効活

用や適正な処理を図ること。 
  ２ 電気・ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、取組をする

こと。 
  ３ 科学物質・感染症廃棄物等のリスク管理を行い、環境や人に影響を及ぼす事故防

止すること。 
  ４ 施設の利用者等に対して環境の保全及びリサイクルに関する情報提供に努めると

ともに、業務に関わる者に対する教育学習を推進すること。 
  ５ 施設から発生する廃棄物等の量を抑制するとともに、処理業者による適正な処理

のみならず、適切な分別や回収ルートを構築するなど、可能な限り資源化する取組

みを推進すること。 
  ６ その他、市が推進する環境施策等に協力すること。 
 
 
Ⅸ 業務の一括委託の禁止 
   管理者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 
   ただし、業務の一部を教育委員会の了解を得て第三者に委託することができる。 
 
Ⅹ 災害時等の施設利用 
   災害発生時等において、市が緊急に本施設を使用する必要のある場合は、市の指示

により管理を行うものとする。 
 
ⅩⅠ 緊急時の体制の確保 
   管理者は、災害や病気及び事故等緊急の事態に備え、対応マニュアルを作成すると

ともに、体制を構築しておくこととする。また、災害や病気及び事故等緊急事態が生

じた場合は、速やかに医療機関と連携し、警察・消防等の関係機関及び教育委員会に

通報、連絡を行うとともに、事態に適した対応を迅速かつ正確に行うこと。 
 
ⅩⅡ 改善勧告への対応 
   管理者は、教育委員会から改善勧告等がなされたときは、誠実に対応することとす

る。 
   
ⅩⅢ 原状回復 
    指定期間終了に際しては、設備等を原状回復し、市に返還するものとする。原状

回復に要した費用は、管理者の負担とする。 
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ⅩⅣ その他 
  １ この仕様書に定めのない事項については、両者協議するものとする。 
  ２ この仕様書に定めるもののほか、管理者が行う業務の内容及び処理等について、

疑義が生じた場合は、両者協議の上、決定するものとする。 


